
船舶インシデント調査報告書 

令和８年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和６年４月６日 １４時００分頃 

発生場所 千葉県館山
たてやま

市洲
すの

崎
さき

南西方沖 

 洲埼灯台から真方位２４８°４.８海里付近 

 （概位 北緯３４°５６.７′ 東経１３９°４０.１′） 

インシデントの概要  プレジャーボートNAG
ナ グ

3 は、航行中、主機の運転ができなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和６年４月２６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート NAG3、５トン未満（長さ１０.１２ｍ） 

 ２９３－３５７５９東京、株式会社長澤通信 

 ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力２０９.６kＷ、回転数

毎分２,９００、６気筒、ボア１０５.８mm、使用燃料軽油、機関製

造年月日不詳、平成１３年１０月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、洲崎南西方沖

を航行中、主機の冷却海水ポンプ（以下「冷却海水ポンプ」とい

う。）の駆動用Ｖベルトが破断し、冷却が阻害された主機が停止し

て、運航不能となった。 

 船長は、本船の航行を断念し、１１８番通報して救助を依頼し、

ボートレスキューサービス（ＢＡＮ：Boat Assistance Network）に所

属する船舶で千葉県南房総市富浦
とみうら

漁港にえい
．．

航された。 

分析  本船は、洲崎南西方沖を航行中、冷却海水ポンプの駆動用Ｖベルト

が破断し、主機の運転ができなくなって運航不能になったものと考え

られるが、船長から必要な情報が得られなかったことから、Ｖベルト

が破断するに至った状況を明らかにすることができなかった。 

原因  本インシデントは、本船が洲崎南西方沖を航行中、海水冷却ポンプ

の駆動用Ｖベルトが破断し、主機の運転ができなくなったことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、発航前検査の際、海水冷却ポンプの駆動用等



 

のＶベルトの状態を確認し、必要に応じて交換等の整備を行うこ

と。 


